
訪問看護・介護予防訪問看護事業所　運営規程　別紙利用料金表

訪問看護費
※１単位＝11.40円（１級地・訪問看護）　※金額換算は、端数切捨て

□　20分未満（医療処置等の限定あり） 314 3579 円 358 円 716円 1074 円

□　30分未満 471 5369 円 537 円 1074円 1611 円

□　30分以上１時間未満 823 9382 円 939 円 1877円 2815 円

□　１時間以上１時間30分未満 1,128 12859 円 1286 円 2572円 3858 円

【その他の加算】 ※◎は区分支給限度基準額外

□　30分未満　１回につき 254 2895 円 290 円 579円 869 円

□　30分以上　１回につき 402 4582 円 459 円 917円 1375 円

□　１回につき　　

*特別管理加算を要する方で1時間30分を超える場合

緊急時訪問看護加算◎ □月1回 600 6840 円 684 円 1368円 2052 円

特別管理加算（Ⅰ）◎ ＊以下の指導管理を受けている方      1月につき

□在宅麻薬等注射指導管理□在宅強心剤持続投与指導管理　　

□在宅腫瘍化学療法注射指導管理

□在宅気管切開患者指導管理

□気管カニューレを使用されている方　

□留置カテーテルを使用されている方

特別管理加算（Ⅱ）◎ ＊以下の指導管理を受けている方      1月につき

□在宅自己腹膜還流　□在宅血液透析　

□在宅酸素療法    □在宅人工呼吸　

□在宅持続陽圧呼吸療法　

□在宅中心静脈栄養法　□在宅成分栄養経管栄養法

□在宅自己導尿　□在宅自己疼痛管理　

□在宅肺高血圧疾患患者

□人工肛門又は人工膀胱のある方　

□真皮を超える褥瘡のある方

□在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定されている方

ターミナルケア加算◎ □　該当月　（介護のみ） 2500 28500 円 2850 円 5700円 8550 円

初回加算Ⅰ
□　該当月
＊病院、診療所、又は介護保険施設から退院・退所した
日に指定訪問看護を行った場合

350 3990 円 399 円 798円 1197 円

初回加算

□　該当月
＊初めて訪問看護・介護予防訪問看護を受ける方
＊過去2ヶ月間訪問看護・介護予防訪問看護を受けてい
ない方
＊要介護から要支援又はその反対に給付認定が変更に
なった方

300 3420 円 342 円 684円 1026 円

複数名訪問加算(Ⅰ)

長時間訪問看護加算 300 3420

主治医が訪問看護を必要と認めた、介護給付認定を受けた方（要介護認定の方） 単位数
利　用　料

10割 １割負担 ２割負担 3割負担

指定訪問看護
ステーションの場合

250 2850 円 285 円 570 円 855 円

注　同一敷地内建物等に対する減算に該当する場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記単位数の10％減

注　１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合　上記単位数の10％減

注　１月当たりの利用者が同一の建物に５０人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合　上記単位数の15％減

注　夜間（18:00～22:00）又は早朝（6:00～8:00）の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　    　上記単位数の25％増

注　深夜（22:00～6:00）の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　上記単位数の50％増

1140 円

単位数
利　用　料

10割 １割負担 ２割負担 3割負担

円

1710 円500 5700 円 570 円

円342 円 684円 1026

法定代理受領の場合は下記金額の１割、２割又は３割。
（ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。）



【その他の加算】 ※◎は区分支給限度基準額外

退院時共同指導加算

□　退院後1回
＊医療機関等に入院（所）中に退院に向けて必要な
　療養指導等に関して、入院（所）先でのカンファレン
　ス等に参加し、各関係者と共に行った場合
＊特別管理を要する方は月２回まで

600 6840 円 684 円 1368円 2052 円

看護・介護職員連携
強化加算

□　月1回 250 2850 円 285 円 570円 855 円

【その他の利用料】

30分毎 2,000 円

□自費料金（各種保険を使用できない場合） 30分 6,000 円

□死後の処置料 12,000 円

□キャンセル料　　　※但し、緊急受診・入院等は除きます。 2,000 円

□交通費　：　営業地域内 無料

□交通費　：　営業地域外　訪問先まで利用可能な公共交通機関でかかる費用 実費

介護予防訪問看護費

□　20分未満（医療処置等の限定あり） 303 3454 円 346 円 691円 1037 円

□　30分未満 451 5141 円 515 円 1029円 1543 円

□　30分以上１時間未満 794 9051 円 906 円 1811円 2716 円

□　１時間以上１時間30分未満 1,090 12426 円 1243 円 2486円 3728 円

【その他の加算】 ※◎は区分支給限度基準額外

□　30分未満　１回につき 254 2895 円 290 円 579円 869 円

□　30分以上　１回につき 402 4582 円 459 円 917円 1375 円

□　１回につき　　

*特別管理加算を要する方で1時間30分を超える場合

緊急時訪問看護加算◎ □月1回 600 6840 円 684 円 1368円 2052 円

特別管理加算（Ⅰ）◎ ＊以下の指導管理を受けている方      1月につき

□在宅麻薬等注射指導管理□在宅強心剤持続投与指導管理　　

□在宅腫瘍化学療法注射指導管理

□在宅気管切開患者指導管理

□気管カニューレを使用されている方　

□留置カテーテルを使用されている方

単位数
利　用　料

10割 １割負担

単位数
利　用　料

10割 １割負担 ２割負担 3割負担

□長時間訪問看護の対象にならない方の訪問看護時間が、１時間３０分を越えた場合

　　予定訪問前日の17時30分までにご連絡ください。
　　ご連絡なく訪問時にご不在の場合

※各種保険のほか、公費負担医療もお取り扱いしています。

主治医が訪問看護を必要と認めた、介護予防給付認定を受けた方（要支援認定の方）
２割負担 3割負担

10割 １割負担 ２割負担 3割負担

指定介護予防
訪問看護ステーション
の場合 ☆

注　深夜（22:00～6:00）の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　上記単位数の50％増

注　夜間（18:00～22:00）又は早朝（6:00～8:00）の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　    　上記単位数の25％増

注　１月当たりの利用者が同一の建物に５０人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合　上記単位数の15％減

注　１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合　上記単位数の10％減

3420 円

円500 5700 円 570 円 1140

注　同一敷地内建物等に対する減算に該当する場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記単位数の10％減

円 1710

342 円 684円 1026

単位数
利　用　料

円

複数名訪問加算(Ⅰ)

長時間訪問看護加算 300

法定代理受領の場合は下記金額の１割、２割又は３割。
（ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。）



【その他の加算】 ※◎は区分支給限度基準額外

特別管理加算（Ⅱ）◎ ＊以下の指導管理を受けている方      1月につき

□在宅自己腹膜還流　□在宅血液透析　

□在宅酸素療法    □在宅人工呼吸　

□在宅持続陽圧呼吸療法　

□在宅中心静脈栄養法　□在宅成分栄養経管栄養法

□在宅自己導尿　□在宅自己疼痛管理　

□在宅肺高血圧疾患患者

□人工肛門又は人工膀胱のある方　

□真皮を超える褥瘡のある方

□在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定されている方

初回加算Ⅰ
□　該当月
＊病院、診療所、又は介護保険施設から退院・退所した
日に指定訪問看護を行った場合

350 3990 円 399 円 798円 1197 円

初回加算

□　該当月
＊初めて訪問看護・介護予防訪問看護を受ける方
＊過去2ヶ月間訪問看護・介護予防訪問看護を受けてい
ない方
＊要介護から要支援又はその反対に給付認定が変更に
なった方

300 3420 円 342 円 684円 1026 円

退院時共同指導加算

□　退院後1回
＊医療機関等に入院（所）中に退院に向けて必要な
　療養指導等に関して、入院（所）先でのカンファレン
　ス等に参加し、各関係者と共に行った場合
＊特別管理を要する方は月２回まで

600 6840 円 684 円 1368円 2052 円

看護・介護職員連携
強化加算

□　月1回 250 2850 円 285 円 570円 855 円

【その他の利用料】

30分毎 2,000 円

□自費料金（各種保険を使用できない場合） 30分 6,000 円

□死後の処置料 12,000 円

□キャンセル料　　　※但し、緊急受診・入院等は除きます。 2,000 円

□交通費　：　営業地域内 無料

□交通費　：　営業地域外　訪問先まで利用可能な公共交通機関でかかる費用 実費

訪問看護ステーション プロテア

単位数
利　用　料

10割 １割負担 ２割負担 3割負担

250 2850 円 285 円 570 円 円

※各種保険のほか、公費負担医療もお取り扱いしています。
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□長時間訪問看護の対象にならない方の訪問看護時間が、１時間３０分を越えた場合

　　予定訪問前日の17時30分までにご連絡ください。
　　ご連絡なく訪問時にご不在の場合


